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はじめに

南から流れる暖流は文化と人を，北から流れる寒流は海の

栄養と魚という恵みをこの地にもたらしてきました。北からも南か

らも果ての入り江であり，その汐の「融合」が生み出した「実り」

としての気仙沼。

内湾とその周辺地区は，その気仙沼の「海の実り」そのもの

であり，この地で令和の時代に再び，「人」「文化」「経済」の

活発な「融合」をはじめられればと願い，このビジョンを策定い

たしました。

先人が大海原を恐れなかったように，私たちもこの不確かな

時代を恐れず，世界のすべてはここにありと言える生き方をし

ていきたいと思っています。

気仙沼まちなかエリアプラットフォーム メンバー 一同

庁舎移転後の跡地周辺と“気仙沼の顔”である内湾地区の

まちづくりに向けて，地元若手事業者の皆さんと「気仙沼まち

なかエリアプラットフォーム」を形成し，活動を続けてきました。

令和４年３月には，「やりたいことを湧き起こす」未来ビジョン

を策定し，市民の皆様に公表いたしました。

続く令和４年度では，滞留空間の創出や回遊性向上を

目的とした公共空間活用や観光コンテンツとしての海のアクティ

ビティなど，新たな試みを社会実験として行い，事業の具現

化や周辺店舗への影響などの検証を行ったところです。

この度，今後官民によって質の高い事業の育成・誘致を進

めていくために，市と民間活動が一体となって取組む将来像を

「官民ビジョン」として取りまとめました。このようなアプローチは，

これまでの行政手法では 異なるものであり，挑戦しがいのある

ものと思っています。

また，市役所跡地の活用も大切なテーマであり，一体とし

て様々な可能性をしっかりと検討して，将来のまちづくりへと結

びつけたいと考えています。

いずれも，復興後のまちづくりに欠かせない課題であり，市

民の皆さまと連携を強めながら進めてまいりますので今後ともご

協力をお願いします。

気仙沼市長 菅 原 茂

市長あいさつ 気仙沼まちなかエリアプラットフォームあいさつ
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01.

１．ビジョンの位置づけと関連する計画

１．ビジョンの位置づけと関連する計画

本ビジョンの上位計画は，『第2次気仙沼市総合計画 基本構想・後期基本計画 ～世界とつながる 豊かなローカル～』です。あわせて，本市全体の都市

計画を示す『気仙沼市都市計画マスタープラン』と，今後策定を進める『立地適正化計画』と関連する事業等に沿った内容としてビジョンを位置付けます。さらに，

今後，官民で進める取組の指針として機能するよう，『内湾地区復興まちづくり計画に関する提言書』や，『観光に関する戦略的方策』等を踏まえて取り組み

ます。

〇ビジョンの位置づけ

〇関連する計画

平成23年の東日本大震災以降，本市魚町・南町地区（以下，「内湾地区」）における被災市街地復興土地区画整理事業をはじめとした復旧・復興事

業は概ね完了を迎え，内湾地区やその周辺地域は，震災からの復興を象徴するエリアとなっています。一方，市役所庁舎の移転決定をはじめとして，BRT

新駅の開業，定期航路の運航終了など，まちに変化が生じる時期を迎えています。 特に，市役所庁舎の移転整備においては，市として，内湾から跡地周

辺を“気仙沼の顔 外貨を稼ぐ賑わいのまち”，新庁舎周辺を“ローカルファースト 市民の生活にとって頼りになるまち”として位置づけており，これに沿って，今後，

内湾から庁舎跡地周辺について，市全体との関係を踏まえた活用の構想を策定します。

まちづくりにおいては，これまでの行政によるハード整備中心の再生計画だけではまちの魅力向上につながらず，内湾地区周辺を含めたエリア全体を対象として，

活用を推進する民間の良質な投資を誘致するための「官民共有のビジョン」に基づいて，連動しながら進めていくのが有効です。

本ビジョンは，そうした背景を踏まえ，行政の計画・事業と，民間有志のビジョンである『気仙沼まちなかエリア未来ビジョン』の双方を融合し，官民で共有する

エリアの将来像とその実現のための取組指針を定めるものです。

01. まちなかエリア
ビジョンについて

２．ビジョンの取組期間・対象区域など

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

３．官民連携による推進の考え方

まちなかエリア
ビジョンについて

年度平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年

復興・ハード整備に関する計画や事業

第２次気仙沼市総合計画

気仙沼市都市計画マスタープラン

魚町・南町地区土地区画整理事業

気仙沼市震災復興計画

内湾地区まちなか再生計画

新庁舎建設基本構想・基本計画

立地適正化計画

地域・民間の動き

内湾地区復興まちづくり協議会

観光に関する戦略的方策

内湾地区及び周辺の主な動き

気仙沼まちなかエリアプラットフォーム

震災を契機とした一連のハード整備事業がおおむね完了

まちに新たな変化が起こりつつある状況

新たなフェーズに向けた
官民共有のビジョンが求められる

平成30年策定【前期：H29-R2年／後期：R3-R8】

平成26年策定【概ね20年程度】

平成25年都市計画決定【H26-R4 工事完了】

平成23年策定【-H27 集中復興期間】 【復興・創生期間H27-R2】 【第2期復興・創生期間R3-R7】

平成30年策定【H30-R2】

令和2年 構想／令和3年計画

令和6年 策定

平成25年「内湾地区復興まちづくり計画に関する提言書」Ver1（～H27年提出Ver4）

平成24年「観光に関する戦略的方策」Ver1（～H25 Ver2）

令和3年 三陸沿岸道路の開通

平成31年 定期航路の運航が終了

庁舎移転

令和3年 未来ビジョン策定
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将来の改訂・更新も念頭に置いた段階的な進め方を前提にしつつ，ハード整備も含めて安定継続した指針として機能させるため，このビジョンの取組期間は

庁舎跡地の活用予定時期を踏まえて，令和5年度から令和12年度に設定します。（庁舎移転予定時期：令和8年～令和9年度）

特に市役所庁舎の跡地については，活用の在り方について具体的な方針を定めるまでの期間を踏まえ，庁舎跡地の検討がより具体化する時期に合わせ，

本ビジョンの改訂も想定しています。

〇関係機関等
：都市計画課

：財産管理課，震災復興・企画課，地域づくり推進課，交通政策課，生活環境課，高齢介護課，社会福祉課，子ども家庭課，

産業戦略課，水産課，観光課，土木課，都市計画課，住宅課，学校教育課，生涯学習課

：宮城県気仙沼地方振興事務所（水産漁港部），宮城県気仙沼土木事務所 5

２．ビジョンの取組期間・対象区域など

〇取組期間

１．ビジョンの位置づけと関連する計画

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

３．官民連携による推進の考え方

まちなかエリア
ビジョンについて

２．ビジョンの取組期間・対象区域など

ビジョン主管課

各施策担当課

関 係 機 関 等

01. まちなかエリア
ビジョンについて

八日町

太田

入沢

魚町

南町
内湾

安波山

復興祈念公園

市役所

神明崎

陣山

南町海岸

柏崎

港町

三日町

〇対象区域

本ビジョンが対象とする区域は，『内湾地区まちなか再生計画』で設定された「内湾地区」，市役所周辺（三日町・八日町），内湾北側に面する斜面地

エリア（入沢・太田・陣山，復興祈念公園），内湾南側に面するエリア（港町・柏崎）などを含む包括的なエリアとします。

本ビジョンにおいて，この包括的なエリアを「気仙沼まちなかエリア」と呼ぶこととします。
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官民共有のビジョンを推進するにあたり，最も重要なのは，エリアに積極

的に関わるパブリックマインドのある民間事業者の存在です。第三者がいか

に素晴らしいビジョンを描いても，それを推進する主体がいなければ何も進

みません。また，右図の「運営・マネジメント」の主体が行う事業と，エリア

が向かうビジョンが同じ方向を向くことで，相乗効果が生まれます。

そのため，従来のプロセスから逆転の発想で，最初に運営を担う予定

の主体候補がビジョンづくりから関わり，官民でビジョンを共有したうえで，

社会実験などを経て事業性を検証し，事業性があるものについてプランに

落とし込み，ハードが必要なものについては設計，整備に移行していくと

いうプロセスが有効です。本ビジョン策定においては，2年間をかけてそのよ

うなプロセスを築いてきました。

また，下図のように行政と民間それぞれが自らの役割を果たし，官民で

質の高い事業に集中投資し，まず成功させ，その利益をエリアに再投

資し，かつ外からも投資を呼び込む循環をつくることを目指します。

官民のパートナーシップ・役割

行政 民間主体

行政と信頼できる民間がパートナーを組み，相互の役割を設定し，官民の投資・制度改善を集中させる

パートナー

パブリックマインドをもつ良質な民間主体を
稼がせる，行政しかできないことをやる

リスクを負い事業を推進，きちんと稼いで，
利益をまちに再投資する

官のみで投資しない，民とセットで投資・相乗効果

民間の投資・役割のイメージ行政の投資・役割のイメージ

・民の事業を支えるインフラ整
備と制度改善
・公的なオーソライズ など

・コンセプトに沿うエリア価値を
向上させる投資と事業推進
・利益の再投資，雇用創出

両者をセットで集中させる

〇 エリアならではのコンテンツを持つ事業者が参画でき，
かつグローバルにストーリーを伝えられる場

✕ 従来型の画一的な店舗やサービス，従来コンテンツ主義

〇 リスクテイクをし，参画予定の事業者で，収益の逆算の範囲で
空間プラン・運営プランをつくりこむプロセス

✕ 行政や責任のない主体で決める，過剰な投資

〇 完成後にエリア価値を継続できる運営母体・財源の措置
✕ 各事業者がバラバラに運営

6

３．官民連携による推進の考え方

ビジョン

マスタープラン

設計・ハード整備
ソフト事業

運営・マネジメント

ビジョン

運営・マネジメント

マスタープラン

設計・ハード整備
ソフト事業

プラン先行で運営目線を
重視した計画になっていない

まちを「つかう」側の
目線で計画する

ビジョンづくり
に関わる

検証して
プランに反映

まちの担い手

まちの担い手
プランありき
で反映できず

従来のプロセス 担い手主体のプロセス

１．ビジョンの位置づけと関連する計画

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

３．官民連携による推進の考え方

まちなかエリア
ビジョンについて

２．ビジョンの取組期間・対象区域など

01. まちなかエリア
ビジョンについて



02. １．気仙沼まちなかエリアプラットフォームのこれまでの取組（令和3年～令和4年度）

マーケティング的なアプローチで戦略立案を検討するのではなく，まずは「なにをやりたいか」「どうなった

らワクワクするか」を重視して，個人の妄想を膨らませるところから入った。

「海」「食」「回遊」「働く」「歴史未来」の5つのテーマごとに構成されたチームによる検討や，毎月1度

のプラットフォーム会議（全体会議）での相互調整，専門家らによるレクチャーなどを通じて，「個人

の妄想」と「バックデータによる裏付け」を繰り返しながら，一つのビジョンに昇華していった。

気仙沼まちなかエリア未来ビジョン

みんなの母港大作戦！
～復旧・復興から・沸騰へ～

エリアとして目指す姿や，実現するための指
針，実現に向けた13のアクションプランなどを
未来ビジョンにとりまとめて策定！

③民間発想によるビジョン策定

▼令和3年度の推進体制 ▼プラットフォーム会議での議論の様子 ▼専門家を招いて実現策を探る

④社会実験

令和4年度は，ビジョンで掲げた各プロジェクトチーム単位

で事業推進を担う体制をとり，6つのプロジェクトを実際に

社会実験として実施し，常設化に向けたビジョンの検証や

評価，検証結果を踏まえた実現策への反映などを行った。

②バックデータによる裏付け①個人の妄想

▼社会実験ロゴ▼社会実験「わくわく大作戦2022」の様子

⑤官民共有のビジョン策定

社会実験の検証結果や市の施策等を踏まえ

て，市と気仙沼まちなかエリアプラットフォームに

よる官と民が共有したビジョンを策定。

個別のプロジェクトを常設化するための環境の

整備の方法や，公共投資と民間投資の役割

分担，実現へのアプローチの方法などを記載。

本ビジョンの意義

⑥事業推進・常設化

⑦エリアの継続的運営

エリア経営の体制づくりと

地域価値の継続的な維持向上

に向けた運営

各プロジェクトの事業推進・

制度改善

社会実験の内容は8頁参照

●気仙沼まちなかエリアプラットフォームが目指す定常化に向けた7つのプロセス

7事業推進体制の構築とエリア経営組織づくり（今後⑥⑦のフェーズに入る）

01.
まちなかエリア
ビジョンについて

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．気仙沼まちなかエリア
プラットフォームのこれまでの取組

２．社会実験「わくわく大作戦2022」
の実施と検証

３．地域・市のこれまでの取組

まちなかエリア
ビジョンに関わる
これまでの経緯

令和3年6月に発足した気仙沼まちなかエリアプラットフォームでは，将来のまちを担う若手を中心とするメンバーが主体となって，まちなかを「つかう」視点で，将来

のワクワクするまちの姿を描き，『気仙沼まちなかエリア未来ビジョン みんなの母港大作戦！ ～復旧・復興から・沸騰へ～』としてとりまとめました。

令和4年度は，ビジョンに掲げた6つのプロジェクトを社会実験として実施し，風景化することで実現に向けた方向性を検証しています。



02.
〇社会実験「わくわく大作戦2022」の実施

8

開催期間 令和4年9月24日（土）～10月16日（日）

▲「わくわく大作戦2022」のポスター

ビジョンで描いた将来の理想イメージを常設的に実現するために，実際に「風景をつくってみる」ことで，課題を浮き彫りにして，実現策を描くうえでの検討材料に

するために，令和4年の秋に社会実験「わくわく大作戦2022」を実施しました。期間中，6つのプロジェクトを実施し，それぞれ予め設定していた検証項目について

効果の測定を行い，検証結果をとりまとめました。

２．社会実験「わくわく大作戦2022」の実施と検証

02.
まちなかエリアビジョン
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02.
〇効果検証結果
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わくわく大作戦2022では，概ね各プロジェクトとも計画通りに検証を行うことができ，それぞれ実現化に向けた課題や，利用者の反応などを確認できました。

●社会実験「わくわく大作戦2022」全体での主な成果

❶ 各アクティビティのニーズや実現可能性などを把握できた →来街者や地域住民からの反応や，常設へのハードルを確認することができた

❷ 期間中エリアが子ども連れのファミリーの目的地となった →エリアプラットフォームとして目指すビジョンが，ファミリー層にとって魅力的に感じてもらえることが分かった

❸ 若いメンバーが活動し今後の気仙沼の可能性を感じてもらうことができた →これからのまちを担う世代が主体となりプロジェクトを進めていることを認知してもらえた

漁業関係者や漁港管理者と調整のうえ，
水上をアクティビティの場として活用できた。市
民・来街者ともに大きな反響があり，次年
度以降の事業化の検討につながっている。

歩行者空間化に伴う交通影響に問題がない
ことが確認でき，多様なアクティビティが生まれ
ていた。また，沿道建物オーナー＆テナントに
て常設歩行者空間化の合意ができた。

レイアウトや準備・片付けの段取りなどの改
善を積み重ねている。また，出店者同士
のヨコの繋がりの創出にも寄与していること
を確認できた。

多くの人に利用された。また，ホコ天空間と
連動した使いこなしができた。常設の事業と
して担うことができる可能性のある事業者が
運営を行い検証することができた。

岸壁に期間中ベンチを設置した結果，平
日・休日ともに幅広い時間で多くの利用が
なされ，「海」を眺めて過ごすニーズを顕在
化することができた。

２．社会実験「わくわく大作戦2022」の実施と検証

●各プロジェクトの主な成果

船内を食事を楽しめる空間として開放するこ
とに利用者の一定のニーズがあることを確認
できたほか，内湾広場と連動した活用がで
きた。
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02.

震災復興にあわせ，まちなかエリアにおいては，以下のような取組が行われてきました。
これらの取組をもとに，2年間のプラットフォームの活動が生まれています。

■地域
内湾地区復興まちづくりに関する提言書 - ver1（H25.12）～ver4（H27.4）
内湾地区まちづくりハンドブックの作成（H29.3）
南町紫神社前商店街・魚町内湾商店会グランドオープン（H29.11）
神明崎に三代目恵比寿像を奉納（R2.5）
気仙沼南町商業施設「ないわん」グランドオープン（R2.7）
気仙沼八日町まちづくり／気仙沼市市役所周辺地区の街づくりビジョンに関する提案書
（R3.7）
気仙沼スローフェスタ2021（R3.11）

■気仙沼市
復興まちづくりコンペ開催（H24.4）
魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業の都市計画決定（H24.4）
魚町・南町地区計画の都市計画決定（H28.12）
内湾地区まちなか再生計画認定（H30.10）
気仙沼市まち・ひと・しごと交流プラザの開館（H31.4）
市役所新庁舎建設位置決定（R2.1）
気仙沼市新庁舎建設基本構想（R2.3）
気仙沼市復興祈念公園の開園（R3.3）
第2次気仙沼市総合計画の改定（R3.6）
気仙沼市新庁舎建設基本計画（R3.7）
みなとオアシス気仙沼の登録（R3.7）
気仙沼漁港南町公園の管理運営に関する協定の締結（R4.4）
魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業の竣工式（R4.10）

■その他
気仙沼～大島定期航路運航終了（H31.4）
JR東日本／内湾入口（八日町）駅開業（R4.3）
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震災前に行っていたスローフードフェスティバルは，平成25年
のスローシティの認証を経て，令和3年11月に11年ぶりに
気仙沼スローフェスタとして開催。

海とまちとが分断されることを極力さけた建物や空間と一体
的にデザインされた防潮堤。「海と生きる」内湾地区にふさ
わしいまちづくりを関係者の間で８年の歳月をかけて議論
を重ねた。

３．地域・市のこれまでの取組
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03.

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

O-1

L-2 O-2

I-3 L-3 O-3

農林水産

その他製造

鉱 業

食品卸

その他卸

無店舗小売り

情報通信

建設工事

飲食娯楽

医療介護福祉

金融保険

不動産

小売・その他サービス

地域交通運輸

宿 泊

アウトバウンド型産業(O)
（外地市場をねらう）

ローカル型産業(L)
（地産地消）

インバウンド型産業(I)
（外地から需要を呼び込む）

１
次
産
業

２
次
産
業

３
次
産
業 観 光

マーケット種類別の産業分類表（ILO産業分類）

食料・飲食等製造

電気ガス水道

外貨を稼ぐ 外貨を稼ぐ地域で支える

広域交通運輸
※１ 観光に関する戦略的方策（気仙沼市観光戦略会議）
※２ 『内湾地区 まちなか再生計画』（平成30年9月）より

03漁業（水産養殖業を除く）

04水産養殖業

06総合工事業

09食料品製造業

45水運業

52飲食料品卸売業

58飲食料品小売業

60その他の小売業

75宿泊業

76飲食店

83医療業

85社会保険・社会福祉・介護事業

98地方公務

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

【
雇
用
力
】
産
業
分
類
別
の
従
事
者
割
合

【稼ぐ力】産業分類別の修正特化係数

気仙沼市の基盤産業分析

【基盤産業】
稼ぐ力の強い漁業とその他の関連産
業，そのサプライチェーンにある食料
品製造業は基盤産業の位置づけ

【内需型の産業群】
福祉・建設等は従業者数は多いが，内需型で
外貨を稼ぐ仕掛けは困難

【稼ぐ候補の産業群】
宿泊・飲食やその関連産業は，従業者は
比較的多いが，稼ぐ力が弱い現状

稼ぐ候補

基盤

基盤
基盤

稼ぐ候補

内需型

現
状
の
強
み
（
外
に
売
っ
て
稼
ぐ
）

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

全産業のうち，外地から域内に来街してもらい顧客に製品やサービスを提供して外貨を得る

産業を「インバウンド型産業」，域内の住民を主な顧客とする産業を「ローカル型産業」，域外

の外貨を得る産業を「アウトバウンド型産業」とした場合に，右図のように3つに分類できます。

そのうち，「ローカル型産業」については，従業者数が多く雇用力はあるものの，人口動向に

連動する内需産業のため，人口減少に伴い今後の伸びは見込みにくいという特徴があります。

「アウトバウンド型産業」については，本市では，他地域よりも著しく集積している漁業とその

他の関連産業，これに関連し従業者が多い食料品製造業が，外貨を稼ぎ雇用を支える基

盤産業となっています。しかし，水揚量・水揚金額の減少傾向を踏まえると，従業者を増やし

て基盤性を高めることは容易ではありません。

「インバウンド型産業」は，観光関連産業（宿泊や飲食等）であり，内需型産業に次ぐ雇

用力を持っていますが，稼ぐ力は比較的まだ高くない状況です。その稼ぐ力を高められれば，

地域全体への波及効果を生む基盤産業を育てることに結び付きます。

震災後に策定された観光戦略※1においてソフト・ハードの両面から基盤整備を進めてきたこと，

内湾地区においては「観光客のニーズに対応した商業施設等を整備※2」してきたこと，周辺の

市街地の低未利用となっている土地・建物や市役所庁舎跡地など既存ストックを使ったまちづ

くりの検討余地もあることなどから，今後は新たな収益の柱として，「インバウンド型産業」を軸

に，稼ぐエリアを目指していきます。

ビジョンで力を入れる部分
（来街してもらい稼ぐ）
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出典：『 地域金融のあしたの探り方 』 大庫直樹，一般社団法人金融財政事情研究会，H28

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

出典：総務省統計局「地域の産業・雇用創造チャート」
（平成28年の経済センサスをもとに作成）

縦軸：気仙沼市における各産業の従業者比率（単位：％）
横軸：気仙沼市における各産業の修正特化係数の対数変換値（地域産業が他地域と比べ相対的に集積度

を持つかを表したもの）。ゼロを超え，数字が大きいほど，産業として稼ぐ力が強いと評価できる

01.
まちなかエリア
ビジョンについて
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気仙沼漁港の水揚げ金額の推移（昭和47年～令和4年）

資源悪化や国際競争力の激化等による相次ぐ減船や，全国的な魚離れなど
に見舞われ，水揚量・水揚金額は減少傾向が続く。

宿泊者数は平成４年をピークに減少傾向。
震災後，復興関連需要により宿泊客が増加したが，その割合は徐々に低下。

〇気仙沼漁港 年間水揚量・金額の推移 〇気仙沼市の宿泊者数推移

長期的に考えると，漁業・水産業とその関連産業だけに依
存する産業構造では地域を支えきれない懸念がある。

復興需要が減少する中，観光の魅力で人を呼び込むこと
が求められる。
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１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

※宮城県水産業振興課・宮城県内主要４港水揚数量及び水揚金額の推移より引用
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気仙沼漁港の水揚げ量の推移（昭和47年～令和4年）
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気仙沼市宿泊者数推移（平成元年～令和3年）

観光客 復興関連宿泊客 観光客割合 復興関連宿泊者割合

（トン）

（百万円）

（人）

気仙沼漁港は，世界三大漁場の一つである三陸沖の好漁場から旬な魚介類が大量に水揚げされる立地条件に恵まれた漁港であり，全国で13港ある特定第

3種漁港（特に重要であると政令で定められた漁港のこと）に指定された港ですが，近年は資源悪化や国際競争力の激化により，水揚量・水揚金額は減少傾

向が続いています。また，市内の宿泊者数も復興関連の宿泊者の割合は年々低下しており，観光客の宿泊者数を呼び込む必要があります。

このように外部環境が変化していくなかでも地域の活力を維持し高めていくためには，効果的な産業振興政策が重要となります。

※令和3年度気仙沼観光推進機構報告書より引用
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令和3年夏
(n=198)

令和3年秋
(n=269)

令和3年冬
(n=233)

令和4年春
(n=364)

四季合計の
行き先選択率

気仙沼大島（大島大橋・亀山） 49.5% 49.4% 49.4% 51.9% 50.3%

海の市（シャークミュージアム・氷の水族館） 37.9% 31.2% 45.5% 41.8% 39.2%

気仙沼市魚市場・漁船係留岸壁 21.7% 33.8% 21.0% 26.1% 26.1%

道の駅 大谷海岸 18.7% 16.4% 28.3% 35.7% 26.0%

気仙沼湾横断橋 15.7% 21.2% 22.7% 27.2% 22.6%

気仙沼大島ウェルカム・ターミナル 12.1% 19.7% 19.3% 28.8% 21.3%

「おかえりモネ」展 15.7% 24.9% 17.6% 22.8% 20.9%

東日本大震災遺構・伝承館 15.2% 17.1% 16.7% 9.3% 14.0%

復興祈念公園 10.6% 11.5% 7.3% 18.4% 12.8%

内湾地区の商業施設エリア「ないわん」 9.1% 15.2% 12.9% 12.1% 12.5%

岩井崎（潮吹き岩・龍の松・塩づくり体験館） 10.1% 5.6% 4.3% 15.7% 9.6%

徳仙丈山・海水浴・気嵐 27.3% 8.9% 12.9% 11.7% 13

宿泊者の市内での行き先（出典：気仙沼観光推進機構 宿泊者アンケート調査結果より）

唐桑【アウトドア】
自然・アウトドア，
ジオパーク

大谷【南の玄関口】
大谷海岸，道の駅

大島【自然景観】
美しい景観，海水浴場，
星空シーカヤック，キャンプ

階上【震災伝承】
震災伝承

まちなかエリア
海の市，魚市場など
ポジショニングが弱い

市内の主要な観光目的地のポジショニング
〇気仙沼まちなかエリアの現状と目指す方向性

「インバウンド型産業」を軸に検討するにあたり，「観光地」としてのまちなかエリアの状況を分析します。宿泊者ア
ンケート（下表）によると，宿泊者の市内の行き先として多く挙がるのが，「気仙沼大島」や「海の市」，「魚市
場」などであり，内湾地区周辺の現状として，主な観光目的地となっていないことが分かります。市内の主要な観
光目的地のポジショニングを考えたとき，大島が豊かな自然景観を活かしたアクティビティ，唐桑がアウトドアコンテ
ンツ，階上が震災伝承施設，大谷が道の駅などの玄関口などで，それぞれ目的地として機能している一方で，
まちなかエリア周辺の中心地である内湾周辺は，観光目線で見たときに明確な来訪目的が，「食」以外ではイ
メージされにくい状況です。

一方で，気仙沼まちなかエリアは，港とまちが一体となっており，気仙沼ならではの歴史・文化が特徴的
な地区といえます。観光スタイルとして，地域の生活文化・街並みの体験やコミュニケーションなどが重視され
ている今，観光による来街者を受け入れ関係人口を増やすポテンシャルを持ったエリアともいうことができます。
そこで，このエリアの魅力を最大限に活かして，回遊したくなる環境や滞在したくなる環境，地域の生活
文化・街並みの体験やコミュニケーションを楽しめる場を創り出し，ワクワクすることが起こるエリアにすることで，
「母港」のように地域の人も地域外の人も立ち寄りたくなるようなエリアになることを目指します。また，漁業に
並ぶ新たなエリアの収益の柱として，観光や宿泊など，「他地域から来街してもらう」ことで稼ぐエリアを目指
していきます。同時に，市民と来街者の交わる居場所も大切な機能です。そうした背景を踏まえ，「目的
地となる港づくり」，「スローシティの深化」，「外と交わる居場所づくり」を進めていきます。



03.

プロジェクト基盤

ランドスケープ
景観形成

エリア経営の枠組み 投資資金の供給

「スローシティ」
の深化

目的地となる
港づくり

港町文化

公共空間

外と交わる
居場所づくり

高質観光

教育・福祉

不動産運営収益の核

食と体験

■プロジェクト基盤

→PJを実現・持続

させるためのエリア

全体の取組
観光データ・戦略

外貨を稼ぐエリアとしていくため，気仙沼まちなかエリアならではの地域で創造する価値を定め，それを具現化するための大きな方針と具体的なプロジェクトを
設定します。また，それらを実現・持続させるための，エリア全体で取組む「プロジェクト基盤」の環境整備も重要となります。

▲価値創造のため

の大きな方針

→取組の3つの柱

地域で創造する

価値

■プロジェクト

→①～⑦

PJ
①

PJ
②

PJ
③

PJ
④

PJ
⑤

PJ
⑥

PJ
⑦

気仙沼まちなかエリアは，もともと港町として他地域の人を受け入れてお金を稼いでいた町であり，商売人の文化ともいわれています。今後も，ターゲットは変
わりますが基本的な性格は同じで，本市を訪れたい他地域の人たちを受け入れていくことで外貨を得る構造を維持しつつ，「質」の高い滞在を提供することを目
指します。
また，「来たくなる→働きたくなる→住みたくなる」の順番のうちの，最初の「来たくなるきっかけ」をつくることを重要視します。関係人口が多く，外とのつながりを
持つ多くの人材が集まっていることもまちなかエリアの強みであり，全国に一流のファンや応援者がいる，そのハブ（中軸）を担える市民がいるという構造を目指
していきます。

２．価値創造のための方針

ふつふつと新たな価値が「沸き立つ」・みんなの母港

● エリアの外からも立ち寄りたくなるようなエリア
● チャレンジに溢れ，「ワクワク」するエリア
● 「人」「文化」「経済」が活発に融合するエリア

エリアとして
目指す姿
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03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



03.
エリア全体の価値を高めていくため，段階的に取組むステップを設定します。

STEP1 エリアの「顔」の強化
令和5年～令和6年度

1-1：内湾の水辺・内湾広場※１・海の見える道※２などの魅力向上

1-2：内湾⇔魚市場（海の市）の回遊性向上

1-3：三日町八日町・市役所跡地検討WGの立ち上げ，基本構想の策定

2-1：神明崎周辺（五十鈴神社・神明崎公園・民地）の魅力向上

2-2：エリアリノベーション（陣山・太田・入沢・八日町など）

3-1： 「市庁舎跡地」周辺の活用準備～活用

3-2：回遊動線となる県道気仙沼港線の歩行者優先化

15

３．実現のステップと4つの重点区域の設定

※1 正式名称は気仙沼漁港南町公園，※2 市道南町19号線

STEP2 特徴的なスモールエリアの創出
令和5年～令和9年度

STEP3 市庁舎跡地活用と回遊強化
令和7年～令和12年度

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

01.
まちなかエリア
ビジョンについて

STEP1-1

STEP2-1

STEP2-2
STEP3-1

STEP1-2

STEP3-2
STEP1-3



03.

〈Ⅰ〉 海の見える道 〈Ⅱ〉 内湾広場 〈Ⅲ〉 神明崎周辺

〈特徴〉
・まちの日常をつくるリビングスペース
・沿道や周辺のテナントが一体活用しやすい
・フォトジェニックな空間
・内湾広場と紫神社前商店街とをつなぐ空間

〈特徴〉
・波止場
・海と山を見渡すことのできる場所
・穏やかな水面と漁船の象徴的風景
・イベント開催が可能な大きな空間

〈特徴〉
・地勢的，文化的な歴史を有する
・海の岬（見渡し，見晴らし）
・気仙沼の玄関口
・街と海からの目印としての風景

〈デザインの方針〉

１．両サイド（海側・山側）をつなぐ

２．沿道店舗のにじみだし

3．内湾を眺められる視点場

〈デザインの方針〉

１．波止場のおおらかなスケール感

２．ゆったりと海の眺望を楽しめる小さな場所

3．イベントやスポーツにフィットする大きな空間
（固定物は設置しない）

〈デザインの方針〉

１．信仰の場としての再価値化

２．岬の眺望を活かした山から水面をつなぐ
一体的な計画

３．適切な樹木剪定による生育環境の向上

実現のステップの初動期において，官民連携で重点的に取り組むエリアを設定します。

STEP1-1 STEP1-1 STEP2-1

３．実現のステップと4つの重点区域の設定
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〇4つの重点区域の設定

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

01.
まちなかエリア
ビジョンについて

〈Ⅳ〉 市役所庁舎周辺

STEP1-1 STEP3-1

〈特徴〉
・BRT駅からまちなかエリアへの動線
・山と海に囲まれたエリア
・商店街と業務系施設

〈デザインの方針〉

・三日町八日町・市役所跡地検討WG
で今後検討・整理



03. ４．ランドスケープ・照明の方針
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浜見山

柏崎

復興祈念公園

八日町

BRT内湾入口
（八日町）駅

南町

陣山
太田

V

V

V

V

入沢

エリア内のランドスケープ・照明の方針については，このエリアの地勢的な特徴である「リアス海岸の入り組んだ地形によって海・街・山が混じり合っている地形」と，

地域が実現させた海と陸との関係性を活かしたデザインとします。

〇周辺の地形の特徴とランドスケープ・照明への活かし方

１．山の間にゆるやかに市街地が分節している
➡ エリアごとの個性を活かした小さな改善を行い来街者の回遊動線を充実させる
➡ 回遊動線は高台への避難路としても活用する

２．内湾周辺を囲むすべての場所から海が見え，山々からは内湾や周辺の海が見渡せる
➡ 内湾沿いのグランドレベル及び山の上の視点場を設定し，風景を活かした居場所をつくる

グランドレベル・海からの眺望 山の上から海への眺望

コア拠点と個性的な山の間エリアをめぐる
回遊動線の充実

内湾の風景を地上からも山の上からも
眺められるまちの居場所づくり

歩行者回遊想定ルート V 眺望スポット

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



03. ４．ランドスケープ・照明の方針

18

「地域の住民が内湾を散策したくなる夜の景観形成」

①内湾に映り込むあかり
海に映り込む照明を積極的に考慮する。内湾の空間的
財産を可視化するあかり。
②あかりの色味を電球色に統一
内湾地区ではあかりの色温度を約2300～3000ケルビ
ンの電球色（黄色い光）に統一させる。
③暗闇を無くすあかり
空間の境界を認識させる建物周りの暗闇を無くし，防犯
性を高める。通常の投光器照明は行わない。
④人の気配を感じるあかり
建物の窓，ショーウィンドウ，軒下，看板が目立つように
する。人がいなくなる時間帯でも人気を感じるあかりを室
内に残すことにより防犯性を高める。
店舗では夜間のコマーシャルとしても効果がある。

「ウマレル」「ムカエル」「防潮堤」のあかりが内湾に映り込み，
夜の景観を形成している

内湾に面した施設の照明の
色味は統一させる

高台避難誘導

人の気配を感じるあかりは
防犯性を高める

内湾のあかりを考慮した実例 周辺の人の気配

暗闇を無くすあかり

歩きたくなるあかり街並みを感じるあかり

街並みを感じるあかり

内湾に映り込むあかり

藤田屋

男山酒造

震災復興の内湾地区のデザインにおいて，内湾地区復興まちづくり協議

会では，魅力的な夜間景観を形成するため自主的なまちづくりルールとし

て，「気仙沼市内湾地区・再建する建物の設計における照明の手引き」

（令和元年）を定め，土木（道路・公園・防潮堤）及び建築物（官

民双方）の複数の分野をまたいで統合的にデザインを進めてきました。

ただし，現状は協議会提案のルールであることから，今後，持続的に夜

間景観を形成するため，官民での位置づけ方や進め方を検討し，散策し

たくなるような街の景観形成を目指します。

「気仙沼市内湾地区・再建する建物の設計における照明の手引き」
～内湾地区復興まちづくり協議会において話し合った夜景の魅力向上のための推奨デザイン～
令和元年7月 内湾地区復興まちづくり協議会 より

〇照明（夜間景観）の方針

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



03. ４．ランドスケープ・照明の方針
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内湾地区周辺の景観資源を活かすあかり

散策したくなるあかり

前頁の手引きの内容に基づき，これまでも内湾地区周辺の多

くの箇所で，整備や社会実験などを進めてきました。

これらの照明は，賑わいのみでなく，夜間の高台避難誘導の

機能も果たし，安心の照明環境の実現を意図しています。

通常のJIS照明基準や，歩行，危険予測など照明性能計

画を含めて内湾地区周辺の景観を活かすあかりを検討すること

により安全性が確保され，省エネルギーが実現できています。

また，今後の整備においては，脱炭素などの環境課題に対応

した設備を適宜検討し，取り入れます。

■八日町まちあかりプロジェクト
（H27-H30）
避難誘導促進照明実験

★八日町魚町まちあかりプロジェクト
八日町地区全体（R3-R4）
内湾の玄関口となるBRT駅から
八日町地区全体の光環境改善

●ムカエル，ウマレル（H31）

●藤田屋（H31）●男山酒造（H31） ●南町海岸公園（R2）

●港町岸壁（H31）

●内湾広場（H31） ●海の見える道（R2）

高台避難誘導促進の光ドラゴンパーク

港町岸壁

男山
藤田屋

防潮堤

神明崎公園

ｳﾏﾚﾙ,ﾑｶｴﾙ

内湾広場防犯灯電球色

亀甲屋桜

八日町環境整備

火除神社

内湾地区周辺の建物夜景の考え方

交差点

■火除神社（H27）
八日町避難誘導促進WS

■魚町高台避難誘導（H27）
魚町避難誘導促進照明実験

●魚町入沢住宅入口（H29）
電球色による避難誘導強化

■亀甲屋桜ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ（H28）
高台誘導の認識の桜への光

■ドラゴンパーク（H27）
ドラゴンパークの避難誘導促進

■：過去に社会実験を実施
●：常設整備済の箇所
★：現在も実験中の箇所

●八日町住宅236
（H29）

●交差点危険予測照明
（H31-R3）

●内湾魚町防潮堤（R3） ●海上遊歩道，浮見堂（R3）

■神明崎（R3）
神明崎公園，遊歩道との一体化

●神明崎（R3）

気仙沼市防潮堤周辺実測調査
（R3.12実施）03. 目指す姿と実現に

向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

気仙沼市防潮堤周辺実測調査（R3.12実施）
照明学会，災害に備えたレジリエントな屋外照明研究調査
委員会で，夜間の防潮堤周辺からの高台避難誘導効果が
確認された

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



03. ５．交通・駐車場・モビリティの方針
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(1) 南北・東西の車両の通過動線が多くエリア内を分断

交通量調査（R4.10.27(木)・29(土)）の結果，並行する県道

気仙沼港線・気仙沼唐桑線をあわせた自動車交通量は1日あたり１万

台強でした。魚市場や加工場への物流利用，通勤や営業などの利用，

週末は観光利用などが存在します。

(2)  集客施設・駐車場が分散し，利用者目線でわかりにくい

一定エリア内に，海の市，魚市場，内湾周辺の商業施設，市役所

などの施設とその駐車場が存在しますが，小規模の駐車場が点在し，

週末は満車になることもあり，来街者がどこに駐車し，どう巡ったらいいか

がわかりにくい状況です。

(3) 内湾～海の市・魚市場間のモビリティによる接続が弱い

気仙沼駅や海の市でレンタサイクルが実施されていますが，内湾エリア

での貸出返却需要に対応しておらず，来街者の最も多い海の市・魚市

場から内湾間の接続が弱い状況です。

(4) 公共交通駅からの動線が不十分

気仙沼駅やBRT内湾入口駅からまちなかエリアまでの動線がわかりにくく，

アクセス手段も十分ではない状況です。

〇エリアの現状と課題 〇交通・駐車場・モビリティの方針
(1)  交通
三陸沿岸道路が全線開通し，減少すると想定されていたエリア内の通過
交通量は，令和4年の交通量調査結果によると横ばいであり，今後この通
過動線を捌きつつ歩きたくなるエリアを実現する交通計画が求められます。
内湾沿いの県道気仙沼港線が背後地と海を分断しており，将来的にこれら
を改善する方策を検討します。
また，今後の市庁舎跡地活用と合わせ，BRT駅からの動線づくりを進めま
す。並行して，来街者を受け入れ，回遊を促進する駐車場やモビリティの仕
組みを改善します。

(2)  駐車場
平日は駐車台数が現状で足りている一方，週末は満車となることもありま
すが，その場合は周辺エリアの駐車場も加味すれば収容可能と考えられます。
イベント時は臨時駐車場を別途設置し，ピストン輸送で対応します（魚市
場駐車場や学校などを活用）。団体バスは臨時駐車場や内湾広場を活用
し，運用の柔軟化を図ります。新規の市営駐車場は作らず対応します。
①ハードとしては，現状の市営駐車場・臨時駐車場，魚市場屋上駐車場
なども使い，ピーク時に柔軟に対応

②わかりやすい駐車場案内の拡充
③イベント時には別途大規模敷地などに臨時駐車場を設置

(3)  モビリティ
レンタサイクルだけでなく，まもなく規制緩和される電動キックボードや複数
人を運べるモビリティを導入し，内湾～海の市・魚市場間の回遊性を高め，
新たな人流を生みます。
①既存レンタサイクルの仕組みを拡充し，内湾に拠点を仮設置し，気仙沼
駅～内湾～海の市・魚市場間の回遊性を高める

②ニーズを確認し，官民連携による運営体制・システム導入を検討
③駐車場からのピストン輸送については，別途移動手段を検討

(4)  段階的なプロセス
交通量調査結果や周辺エリアの魅力向上の進捗状況から，県道気仙沼
港線の歩行者優先化は時期尚早と考えられます。まずは前述の「３.実現の
ステップ」のとおり，周辺エリアの魅力を高め，回遊目的地が複数存在する
状況を実現した後に，それらを結ぶ県道の歩行者優先化の方法を検討する
順番とします。

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

市営臨時Ｐ

ﾜﾝﾃﾝ庁舎Ｐ

魚市場Ｐ

BRT内湾入口
（八日町）駅 県道気仙沼唐桑線

県道気仙沼港線

内湾市営Ｐ

海の市Ｐ

交通計画については ，『気仙沼まちなかエリア未来ビジョン』に記載のある「PJ-8 人中心の回遊動線を構築するための交通再編」に基づいて，令和4年度に実

施した交通量調査の結果を，モビリティの在り方については「PJ-9 水上／陸上モビリティの再編」の記載内容を，それぞれ踏まえ，下記の通り方針を定めます。

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



03.

〈Ⅰ〉 海の見える道

〈場所の特徴〉
・まちの日常をつくるリビングスペース
・沿道や周辺のテナントが一体活用しやすい
・内湾広場と紫神社前商店街とをつなぐ空間

〈想定する使われ方〉
① 季節・24時間を通じて日常の滞留・飲食
夏場はタープの下・冬場は薪暖炉など

② 子どもの遊び場
③ 市民活動の場（気仙沼市まち・ひと・しごと
交流プラザやヒラケルホール等との連携）

〈デザインの方針〉

民間の投資・役割のイメージ

行政の投資・役割のイメージ

・歩行者専用道路化の交通規制変更
・歩行者化に応じた道路再整備
・民間道路活用の制度導入

・商業施設のコンセプトに沿ったリーシング
（観光来街者がわざわざ来たくなる質）
・歩行者専用道路化への地元合意
・道路の占用，日常維持管理・運用
・隣接エリアも含むエリアマネジメント

両者の役割を
セットで集中させる

STEP1-1

６．4つの重点区域の個別方針 － 〈Ⅰ〉 海の見える道
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１．両サイド（海側・山側）をつなぐ

２．沿道店舗のにじみだし

3．内湾を眺められる視点場

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



03.

まくらぎベンチ＋遊び機能を持ったテーブル
可動家具は，枕木などの地域由来の木材を使ったりす
るとユニークになる。
可動家具では学習や飲食が可能だが，将棋・オセロな
どが楽しめるテーブルのように，少し工夫することで，使
い方の幅を広げる。

柱まわりのカウンター
既存の建築の柱を活かして，
滞留のためのカウンターなどを
設える。

眺望ベンチ（ダンダンベンチ）
子どもの遊び場になったり，内湾の景
色を眺められる。
緊急車両動線や歩行者動線を避け，
道路の中心に象徴的に配置する。

張芝
ピクニックをしたり，滞留のための座具
などを置けるスペースにする。スクリー
ンの設置もできるフレキシブルなスペー
スとしても活用する。

建築開口部
内部の店舗レイアウトを再考でき
ると，屋内外を一体に活用する幅
が広がる。

横断歩道
内湾広場に正面
からアクセスできる
よう移設。

この場所は歩行者専用道路とし，人の空間とします。イベントがなくても日常的に居心地の良い，囲われ感があり一人でもグループでもくつろげる，まち

のリビングスペースを目指します。イベントは内湾広場で行うことを想定し，内湾広場や紫神社前商店街とのつながりを感じられるデザインとします。

歩行者動線（青）は両サイドに確保し，内湾広場に正面からアクセスできるように横断歩道を移設します。両側店舗からのにじみだし（テーブルや椅子）

は各飲食店の前に配置します。滞留スペースは従来車道の部分で主に配置し，一部に掘り込みをつくります。眺望ベンチは，緊急車両動線（3mを確

保）や歩行者動線を避け，道路の中心に象徴的に配置し海への眺望を確保するとともに，紫神社前商店街や内湾など多方面から認識でき期待感を生

みます。奥の店舗への誘導もふくめて，視線誘導の仕組みをつくります。
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６．4つの重点区域の個別方針 － 〈Ⅰ〉 海の見える道

〇デザインの考え方

にじみだし

にじみだし

歩行者動線

滞留

滞留

緊急車両動線

歩行者動線

至 内湾広場→

眺望ベンチ 海への眺望

ボラード

ボラード

←至 紫神社
前商店街

既存舗装
歩道の舗装を残す。「元道路」部分は一部
地面を掘り込み，歩行者動線との縁を切り，
よりヒューマンスケールでリラックスできるアウト
ドアスペースとする。

デザインイメージ

ユワエル（結）

ヒラケル（拓）

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



03.
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６．4つの重点区域の個別方針 － 〈Ⅰ〉 海の見える道

〇将来イメージ

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



03.
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６．4つの重点区域の個別方針 － 〈Ⅰ〉 海の見える道

〈特徴〉
・道路周辺に「人の気配」が感じられる店舗が連続している
・内湾，ウマレル，ムカエルと連続する空間

〈照明デザインの方針〉
1.多様な活用方法に対応したあかりを確保する。
2.沿道の建物の壁面のあかりを確保して，周辺の店舗からの多様なあかりをにじみ
出させ，賑わいと防犯性を確保する。

3.内湾への連続性を強化し，空間の広がりが感じられるようにする。
（ウマレル，ムカエルの間の2Fデッキのあかり，色温度など）
4.常に「人の気配」を感じられるようにする。「人の気配」による防犯性を強化する。
（道自体は明るくないが建物壁面の光によって周辺まで明るい状況）
5.道路内の休憩スペースや飲食スペースについては，低ポール照明の設置や仮設の
あかりで対応する。

空間の特性を活
かした，カテナリー
照明

店舗から染み出るあかりをより強化させる，
安心感と賑わい感の増加

人を感じるあかりの場
夜も安心して散策したくなるあかりの連続

植栽帯を活かし
たあかりの演出

常に人を感じる場を作る。ファニチャーによっては夜間も点灯する

記憶に残りやすいあかり

現状，店舗壁面には連続した照明が
設置され，境界部分を認識できること
から，空間の安心感を得られている

海へのつながりを
誘導する

〇照明（夜間景観）の考え方

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



03.

〈想定する使われ方〉
① 休憩・散歩
② 大規模なイベント（みなとまつりなど）
③ 水上アクティビティ，スポーツ
④ 観光遊覧，観光バス乗降
⑤ フォトジェニックな写真撮影の場

〈デザインの方針〉

〈場所の特徴〉
・波止場
・海と山を見渡すことのできる場所
・穏やかな水面と漁船の象徴的な風景
・イベント開催が可能な大きな空間

１．波止場のおおらかなスケール感

２．ゆったりと海の眺望を楽しめる小さな場所

3．イベントやスポーツにフィットする大きな空間
（固定物は設置しない）

※正式名称は気仙沼漁港南町公園 民間の投資・役割のイメージ

行政の投資・役割のイメージ

・多様なニーズにこたえるインフラ整備
・漁港管理者と隣接民間事業者による
広場の維持管理協定
・水面利用の協議，制度設計支援
・ビジターバースの導入，プロモーション
・滞留家具の設置

・商業施設のコンセプトに沿ったリーシング
（観光来街者がわざわざ来たくなる質）
・漁港管理者・市との広場管理協定
・広場の多様なイベント活用
・水上アクティビティ事業
・隣接エリアも含むエリアマネジメント

両者の役割を
セットで集中させる

STEP1-1
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〈Ⅱ〉 内湾広場※

６．4つの重点区域の個別方針 － 〈Ⅱ〉 内湾広場

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



03.

波止場としてのおおらかなスケール感を大事にしつつ，さまざまなアクティビティを誘発するような仕掛けや仮設物の設置などを行い，大規模なイベントを開催

しやすい環境を維持したうえで，日常的な過ごし方も楽しめる空間を目指します。

また，内湾の水辺に隣接する空間であることを活かし，海の眺望を楽しめるスポットを創出します。
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６．4つの重点区域の個別方針 － 〈Ⅱ〉 内湾広場

〇デザインの考え方

桟橋の活用
安全面に配慮しつつ，水上
アクティビティなど，新たな活
動の導入を検討する。

居心地の向上
既存の植栽まわりの空
間を整えて滞在快適
性を向上する。

インフラの整備
空間を最大限使いこなせる
ように電気・水道・下水など
のインフラを整備する。

パーゴラの活用
(内湾広場側・堤防外側)
軒の空間を活かした居場所を
つくり，快適性の向上及び既
存空間活用を行う。

広い空間を活かした活動を
サポートする設え
イベント開催時に邪魔になら
ないことに配慮しつつ，スポー
ツなどの広い空間を活かした
活動が出来るように配慮する。

眺望スポットの創出
海の見える道からも視認できる
位置に滞留のためのロングベン
チの設置を検討する。

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

01.
まちなかエリア
ビジョンについて

活用イメージ

フォトスポットづくり
写真をみて誰もが気仙沼と分
かる象徴的な撮影スポットの
創出を検討する。



03.
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６．4つの重点区域の個別方針 － 〈Ⅱ〉 内湾広場

〇将来イメージ

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



03.
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６．4つの重点区域の個別方針 － 〈Ⅱ〉 内湾広場

〈特徴〉
・内湾の水面を身近に感じられる空間
・内湾の連続した防潮堤，神明崎周辺を一望できる空間
・大小様々なイベントに対応した空間
・ウマレル，ムカエルと連続する空間

〈照明デザインの方針〉
1.大小様々なイベントに対応した電気設備（仮設を含む）を設ける。
2.イベントを行うときには，仮設の照明を配置，そのための電源インフラを整備する。
3. 現状の常設照明はそのままとし，必要に応じて今後検討する。
4.「人の気配」を感じるイベント時の照明を設ける。
5.水面に映り込む防潮堤，神明崎周辺のあかりが空間の広がりを感じる。

震災前の内湾（魚町） 整備後の防潮堤（魚町）

港に面した街並みの夜景が水面に映り込んでいた 防潮堤の照明は水面に映り込むように計画されている

夜のゆっくりできるくつろぎの場

水上空間の船着き場
には，人を感じるあか
りを設置し，イベント
時には中心的な場と
しての演出を行う

防潮堤と建物の隙間
部（ウマレル，ムカエ
ル）は防潮堤としての
地勢的存在をあかり
によっても演出する

ウマレルの海側には連
続的なパーゴラが設
置されているが，この
場を日常的に使用す
るための電源などを設
置する

人が集まる場のあかりを演出するフードトラックによる空間を積極的に演出する 人を感じるあかりをファニチャーに合わせて設置する

百々音祭

〇照明（夜間景観）の考え方

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



03.

STEP2-1

〈想定する使われ方〉
① 信仰の場・お参り（神事，夏祭り）
② 見晴らし・休憩
③ 体験（ジオパーク・洞窟・水上アクティビティ）
④ 里山保全（市民有志のチーム）

〈場所の特徴〉
・地勢的，文化的な歴史を有する
・海の岬（見渡し，見晴らし）
・気仙沼の玄関口（出船・入船）
・街と海からの目印としての風景

〈デザインの方針〉

１．信仰の場としての再価値化

２．岬の眺望を活かした山から水面をつなぐ一体的な計画

３．適切な樹木剪定による生育環境の向上

民間の投資・役割のイメージ

行政の投資・役割のイメージ

・回遊拠点づくりへの社会実験支援
・水面利用の協議・制度設計支援
・公園の活用，夜間景観への支援

・神社の運営，祭りの再生，里山の適
切な剪定・保全，眺望地設置，夜間
照明などの魅力向上策
・水上アクティビティ事業
・民地への新たな機能導入

両者の役割を
セットで集中させる

29

〈Ⅲ〉 神明崎

６．4つの重点区域の個別方針 － 〈Ⅲ〉 神明崎周辺

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



03.

歴史ある信仰の場であり，内湾に張り出した岬としての特徴を活かし，様々な方角への見晴らしを確保します。対岸からも目的地となるように，滞留空

間の創出や，景観の向上により，周辺の回遊の拠点とします。また，樹木の適切な剪定によって眺望を確保しつつ，美しい里山の風景を育てます。

五十鈴神社・神明崎公園や隣接する民有地，水面を含めて一体的な活用を行い，魅力ある目的地とします。
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〇デザインの考え方

６．4つの重点区域の個別方針 － 〈Ⅲ〉 神明崎周辺

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

神社

公園

民地

民地

公園

01.
まちなかエリア
ビジョンについて

活用イメージ



03.
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６．4つの重点区域の個別方針 － 〈Ⅲ〉 神明崎周辺

〇将来イメージ

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

目指す姿と実現に
向けた指針

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



03.
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６．4つの重点区域の個別方針 － 〈Ⅲ〉 神明崎周辺

〈特徴〉
・文化的，歴史的な景観となっている
・内湾全体を見渡せる
・内湾の玄関口

〈照明デザインの方針〉
1.様々なイベントに対応した電気設備（仮設を含む）を設ける。
2.公園と神明崎の一体化を強化する参道のあかりを設置する。
3.対岸（防潮堤，ウマレル，ムカエル）からの眺望として水面に映り込む
あかりを作る。

4.眺望スポットなどに散策したくなるあかりを点在させる。
5.内湾の入り口としての周辺の夜景の強化する。
6.既設の防犯灯は更新時などに周辺と合わせて電球色に変更する。

人を感じるあかりの場
ここでしか体験できない夜景

内湾の入り口としての演出。
周辺の空地（駐車場，歩道など）を
活用する。

座れる場に人を感じるあかりを設置
し，駐車場，歩道などを活用する

水上施設には常設的に水面に映り
込むあかりや，水上のアクティビティと
連動した演出照明も検討する

展望部では特徴的なあかりの演出を行う。様々なあかりの場，近景としての建物のライトアップを行う。

公園と杜を一体化させるために
連続的に参道を整備する

防犯灯の照明を周辺と統一した
器具にする（低色温度，レトロ調）

神社の参道と公園の階段を一体化させる為に階段照明を整備する，高台避難への安心感と誘導効果を増大させる

〇照明（夜間景観）の考え方
目指す姿と実現に
向けた指針

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．「外貨を稼ぐエリア」を目指す背景

２．価値創造のための方針

３．実現のステップと4つの重点区域
の設定

４．ランドスケープ・照明の方針

５．交通・駐車場・モビリティの方針

６．4つの重点区域の個別方針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

神社の境内も照明を整備する

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



04.

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．取組の３つの柱

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

これまでの地域固有の食文化や歴史・生活様式を大切にした取組を，「スローシティ」としてより発展させ，さらなる「食」に関する仕掛けや，そうした
価値観を共有できるような観光コンテンツや施設の創出・誘致に向けた取組を進める。

本市の産業構造をアウトバウンド型（漁業・水産業）の一本足から，観光業を含めたインバウンド型産業との創発型として強化するため，「目的地
となる港」を目指した取組を進める。
内湾地区の地域資源と漁港施設を最大限に活用し，基幹産業である水産業との相乗効果を期待できるような取組を推進する。

多世代の居場所となる新たなまちの姿を，市役所移転を契機につくる。また，各エリアの特徴を活かしたリノベーション，滞在快適性の高い空間づく
りなどに官民一体で取組む。
エリア内のみでなく外との交流を生む，市民活動の場，子どもたちや中高生・子育て層・年配の方々のサードプレイス※となる居場所，滞在型観光
交流や次世代の居住の場を創出する。

前章に掲げる指針に沿い，将来イメージを段階的に実現していくため，以下の３つを取組の柱とし，それに基づく具体的なアクションプランを官民で設定します。

（１）水産業とアクティビティが共存する豊かな水面利用の実現

（２）気仙沼ならではの滞在・滞留を生み出す空間再編

（３）スローシティを構成する食と体験の創出

（４）エリアに波及効果を生むビジネスの誘致・育成

（５）まちなか滞在快適性・回遊性の向上

（６）エリアリノベーション

（７）三日町・八日町地区及び市役所跡地周辺検討
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１．取組の３つの柱

目的地となる港づくり

スローシティの深化

外と交わる居場所づくり

※サードプレイス：コミュニティにおいて，自宅や学校・職場とは別の心地よい居場所のこと。

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

アクションプラン

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



04.
（１）水産業とアクティビティが共存する豊かな水面利用の実現

・漁港の臨場感を尊重しつつ，新たな港の楽しみ方・まちのイメージを創出
・シビックプライド（＝まちへの愛着や誇り）を醸成する
・来街者が気仙沼ならではの特別な体験創出を楽しめる場をつくる
・子どもたち，ファミリー，観光客など新たな層が来街するきっかけにする

取組む意義

気仙沼の顔「内湾地区周辺」の地域資源である内湾の水面を，漁船が係留しているだけ
でなく，様々なアクティビティを楽しめる場にすることで，これまで「食べる」や「観る」がメインで
あった気仙沼の観光に，「遊ぶ」の要素を付加し，新たな層の来街者の獲得を目指します。
また，漁船の臨場感や港町の雰囲気を，水面の側から間近に感じられる体験を通じて，
新しい視点で街や港を楽しむきっかけをつくります。

① 水上アクティビティ拠点
・水上を楽しめる水上自転車や水上ピクニックのようなアクティビティ
・漁船やプレジャーボート，関係者等との安全航行ルールづくり

② 「海」を活用した新たなコンテンツづくり
・船舶や浮桟橋，水面を利用した海上レストランなど新たな取組
・水上と陸上セットでのコンテンツ

目指す取組

位置 内湾広場（浮桟橋も含む）～ 内湾水面 ～ 神明崎公園 一帯
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２．アクションプラン（個別プロジェクト）

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．取組の３つの柱

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

アクションプラン

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



04.

〈過去の計画との関連〉

◎「観光に関する戦略的方策」バージョン2の提言（H25）
▶気仙沼ならではのオンリーワンコンテンツを活用した誘客戦略
▶水産業と観光産業の連携・融合による新たな付加価値創造戦略

◎内湾地区 まちなか再生計画（H30）
▶地域資源を活かした，観光客のニーズに即した新たな商業・サービス機能の強化

◎第2次気仙沼市総合計画
▶地域資源を活かした新産業の創出と併せ，水産と観光の融合を推進

〈気仙沼まちなかエリア未来ビジョン（令和4年）での記載〉

・水上アクティビティ（PJ-2 海・公園・民地を一体活用したアクティビティ施設）

・海上レストラン（PJ-1 海上レストラン構想）

・水上モビリティの再編（PJ-9 水上／陸上のモビリティの再編）

〈Ⅰ〉内湾SEAパーク

〈関連施策〉

・国土交通省「みなとオアシス」への登録（R3）

・指定施設（魚町二丁目護岸横泊地）の指定管理者の指定（R4）（県）

・デジタル水産業戦略拠点に向けた取組
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（１）水産業とアクティビティが共存する豊かな水面利用の実現

（ア）過去の計画との位置づけ

（イ）これまでの取組と位置づけ

・社会実験「 2022」において，「内湾SEAパーク」「海上レストラ
ン」を実施し，常設化を見据えた検証を行った

利用者
ニーズ

◎水面のレジャー利用について利用者アンケートで市内居住者・市外
居住者ともに賛同の声がともに97％と多数

◎利用者からは「子ども」と遊べる場として「海」を観光活用することに
ついて，内湾の地形ならではの風景と体験を楽しめるなどの声

事業性・
事業主体

◎実施曜日や体制を工夫することで事業化の可能性が出てきている
◎運営マニュアルに基づいて一定の安全性が確保できた
▲安全航行ルールについて，さらに改善や共有を図る
▲常設化に向けては，漁港の利用に関する仕組みづくりが必要

コンセンサス
◎漁業関係者の協力のもと，社会実験が進めることができた
▲漁港管理者も含め，常設に向けてコンセンサスが不可欠

●社会実験で得られた成果と常設化に向けた課題（◎：成果 ▲：課題）

〈Ⅱ〉海上レストラン

●社会実験で得られた成果と常設化に向けた課題（◎：成果 ▲：課題）

利用者
ニーズ

◎今回実施したレストランとしての飲食スペースとしてだけでなくイベント
会場としても出店ニーズがあることを確認できた

◎内湾広場との相乗効果が高いことがわかった

事業性・
事業主体

◎発電機での電源供給で船内の電力を確保することができた
▲出店者・船舶保有者が双方に事業として成立する出店条件の設定

コンセンサス ▲官民でのインフラ整備の方針合意が必要

（ウ）実現に向けたアクションプラン

民
・高付加価値の事業組成
・広場・公園等の隣接空間との連携など相乗効果の創出

官民
・漁港利用の仕組みとルールの検討
・アクティビティの適地の検討

官
・インフラ投資（内湾広場）
・アクティビティ拠点に必要な設備などの整備

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．取組の３つの柱

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

アクションプラン

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



04.
（２）気仙沼ならではの滞在・滞留を生み出す空間再編
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・海のある風景（気仙沼らしさ）を価値化し，来街者が楽しめる空間にする
・内湾を囲むエリアの回遊性を向上し，歩いて回れるエリアにする

取組む意義

「海」のある風景を活かした滞在スポットを内湾周辺に複数つくることにより，来街者などが
海を眺めながら滞留できるエリアを目指します。内湾の周囲一帯のランドスケープについても，
海を活かしたデザインにして，「気仙沼らしさ」を随所で感じられるようにします。
また，内湾沿いを歩いたり滞留したりしたくなるような空間を創出し，観光の中心地である
内湾エリアを居心地が良い空間に再編します。

① 「海の見える道」の歩行者空間化
・沿道と道路の一体的活用

・日常も居心地が良く過ごせる，まちのリビングスペース化

② 内湾広場の機能向上
・賑わいを創出しやすくするためのインフラ整備，仮設物の設置など

目指す取組

位置 海の見える道，内湾広場，内湾周囲一帯など

③ 「海」の眺望を楽しめる小さな居場所づくり
・景観を眺めることのできるベンチや，フォトスポットの創出

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．取組の３つの柱

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

アクションプラン

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



04.

〈過去の計画との関連〉

◎内湾地区景観・まちづくり検討会からの提言書（H28）
▶ 「みなとまちの歴史とにぎわいを活かした，歩いて楽しいまちなみ景観」 （内湾全
体の景観）

▶「海へといざなう，歩いて楽しいアプローチ」（海の見える道地区）

◎内湾地区 まちなか再生計画（H30）
▶「休日や祭日，イベント時に，海の見える道を交通規制により歩行者天国とする
など，道路空間を憩いの場，交流の場として活用することで，商業施設間の回
遊性を高めます」

〈気仙沼まちなかエリア未来ビジョン（令和4年）での記載〉

・ユワエル前の常時歩行者空間化（PJ-8 「人」中心の回遊動線を構築するた

めの道路空間再編）

・一体的なプレイスメイキング（PJ-4 街なかの滞在快適性の向上と景観形成）

〈Ⅰ〉「海の見える道」ホコ天化

37

（ア）過去の計画との位置づけ

（イ）これまでの取組と位置づけ

・社会実験「 2022」において，「『海の見える道』ホコ天化」「オソ
ト快適」（仮設のベンチの設置）を実施し，常設化を見据えた検証を行った

利用者
ニーズ

◎「食べる」「子どもの遊び」「会話」など多様な使いこなしが見られた
◎子どもがいても安心して街なかを歩いて過ごせる空間を利用者の多く
が望んでいることが分かった

◎道路空間の活用について，アンケートで9割を超える賛成があった
▲冬の寒い時期の使いこなし
▲平日も含めた日常シーンで使われる空間にするための目的性の確保

事業性・
事業主体

◎沿道事業者による維持管理体制が機能した
◎道路に面した店舗を中心に売上が増加
◎内湾広場のイベント開催時に，ホコ天エリアにも人の回遊があった
▲常設化に向けてはゾーニングや背後の店舗への誘導などハード整備の
プランやメンテナンス面で工夫が必要

コンセンサス
◎歩行者空間化に伴う周辺交通影響や荷捌きへの影響はなかった
◎沿道建物オーナー，テナントは常設化に合意，警察も方向性合意

●社会実験で得られた成果と常設化に向けた課題（◎：成果 ▲：課題）

〈Ⅱ〉オソト快適

（ウ）実現に向けたアクションプラン

民 ・沿道事業者の積極的な道路活用と維持管理体制の構築

官民
・歩行者空間化
・ファニチャー（ロングベンチなど）の設置及び維持管理主体の整理

官 ・空間の再編（歩行者の利便を増進する施設等の設置など）

●社会実験で得られた成果と常設化に向けた課題（◎：成果 ▲：課題）

利用者
ニーズ

◎平日・休日ともに幅広い時間帯で多くの人に利用され，海を眺めな
がら過ごすことへのニーズが顕在化した

◎定期遊覧船の乗降前後での利用が多かった

事業性・
事業主体

▲日常的な維持管理を実施する主体の整理
▲メンテナンスがしやすいデザイン・機能である必要性
▲内湾広場でのイベント実施時の対応（可動式とするかどうかなど)

コンセンサス ▲漁港管理者（県）との調整が必要

（２）気仙沼ならではの滞在・滞留を生み出す空間再編

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．取組の３つの柱

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

アクションプラン

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



04.
（３）スローシティを構成する食と体験の創出
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・気仙沼の地域の「食」の文化やストーリーを発信・体験してもらう
・地域固有の風土を活かした持続可能なまちづくりの実践

取組む意義

国内初のスローシティ（チッタ・スロー）の認証を受けた本市の中心地であるこのエリアで，
これまで取組んできた「食」を軸にしたまちづくりを深化させ，来街者が気仙沼の海や山の豊
かな恵みを五感で楽しめる空間を創出したり，エリアに関わる人たちが固有の食文化や地
域の歴史・生活様式などに愛着や誇りを持てるような取組を推進していきます。

① 五感で食を楽しめる空間の創出
・ないわん朝市，浜焼き，食のストーリーの発信など

② 地域の資源のエリア内循環
・市民参加の里山管理や，それに伴い剪定した木材の再活用など

目指す取組

位置 内湾広場（朝市），海の見える道（浜焼き），神明崎周辺

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．取組の３つの柱

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

アクションプラン

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



04.

〈過去の計画との関連〉

◎第2次気仙沼市総合計画
▶「スローシティ・スローフードの推進」
▶「豊かな自然や食文化を大切にし，誇りに思い，語ることができるまち」

◎内湾地区 まちなか再生計画（H30）
▶「気仙沼ならではのオンリーワンコンテンツを活用した誘客戦略」

◎第4次気仙沼市食育推進計画（R4）
▶「『気仙沼スローフード』都市宣言の趣旨に基づく食育推進」

〈気仙沼まちなかエリア未来ビジョン（R4）での記載〉

・「朝市」の定期開催（PJ-3 五感で「食」を楽しめる空間の創出）

・浜焼き（PJ-3 五感で「食」を楽しめる空間の創出）

・「食」を考えられるプログラム（PJ-3 五感で「食」を楽しめる空間の創出）

〈Ⅰ〉浜焼き
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（ア）過去の計画との位置づけ

（イ）これまでの取組と位置づけ

・社会実験「 2022」において，「浜焼き」「ないわん朝市」を実施
し，常設化を見据えた検証を行った

利用者
ニーズ

◎多くの人に利用され，運営店舗の売上にも好影響があった
◎歩行者天国化した空間と連動した使いこなしができた
▲食のストーリーの発信や，ペアリングなど，食体験の高付加価値化

事業性・
事業主体

◎常設事業者候補による運営検証が行えた
▲オペレーションの体制の最適化

コンセンサス
▲「煙」や「匂い」の発生に伴う周辺事業者との合意形成
▲保健所・消防署との調整

●社会実験で得られた成果と常設化に向けた課題（◎：成果 ▲：課題）

〈Ⅱ〉ないわん朝市

（ウ）実現に向けたアクションプラン

民
・浜焼き・ないわん朝市の魅力化
・新たなコンテンツ（オーベルジュ・食のストーリー発信など）の創出

官民
・市民参加の里山管理の体制づくり
・気仙沼の「食」の価値化に向けた取組

官 ・スローシティ，スローフード施策との連動

●社会実験で得られた成果と常設化に向けた課題（◎：成果 ▲：課題）

利用者
ニーズ

◎子ども連れの家族や友達同士での来場が多かった
◎来場者の8割以上が朝市に「満足」「やや満足」と回答した
▲観光客からのニーズが強かった「気仙沼らしさ」を感じられるコンテンツ

事業性・
事業主体

◎出店者の約8割が，ないわん朝市での出店に「満足」「やや満足」と
回答し，継続出店を希望した

◎出店者の約8割が，「他の出店者とのコミュニケーションや繋がりの創
出があった」と回答しており，当初の目的である事業者同士のヨコの
繋がりの創出ができていることを確認できた

▲実行委員会の立ち上げなど常設での運営体制の構築

〈関連施策〉

・プチシェフコンテストの開催（H14～）

・「気仙沼スローフード」都市宣言（H15）

・気仙沼スローフードフェスティバル・気仙沼スローフェスタの実施（H19～）

・「スローシティ（チッタ・スロー）」認証（H25）

（３）スローシティを構成する食と体験の創出

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．取組の３つの柱

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

アクションプラン

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



八日町

太田

入沢

魚町

南町
内湾

安波山

復興祈念公園

市役所

神明崎

陣山

南町海岸

柏崎

港町

三日町

04.
（４）エリアに波及効果を生むビジネスの誘致・育成
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・量ではなく質の高い事業を誘致し，地域と共生し持続する観光地をつくる
・エリアに波及効果をもたらす事業を誘致し地域内経済循環を活性化する
・エリア内への投資を促し，活気あるエリアにする

取組む意義

内湾を取り囲む斜面地の眺望を活かして，観光拠点となりうる高質な事業やプレイヤーの
誘致を推進し，遠方から気仙沼を訪れるきっかけになるようなコンテンツを拡充します。
また，エリア内に必要な事業を官民連携で誘致・育成する体制をとって，エリアへの投資
を促していき，地域の経済循環を活性化していきます。

① 高質な観光コンテンツの開発・誘致
・飲食店やオーベルジュ，高級旅館，ホテル，アクティビティなどの開発・誘致

② エリアに必要な事業やプレイヤーの積極誘致
・官民連携体制で誘致する手法を導入，逆指名的に誘致する

目指す取組

位置 まちなかエリア内全域（観光コンテンツの誘致では立地ポテンシャル※の高
いスポットに重点的に誘致する）

③ 地域の資源のエリア内循環
・多様な働き方ができる環境の整備，事業者間のヨコの繋がりの強化

※眺望の良さや，リノベーションに適した物件がある場合などを鑑みたポテンシャルのことをいう

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．取組の３つの柱

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

アクションプラン

01.
まちなかエリア
ビジョンについて

市役所第二庁舎

八日町

太田

入沢

魚町

南町
内湾

安波山

復興祈念公園

市役所

神明崎

陣山

南町海岸

柏崎

港町

三日町



04.

〈過去の計画との関連〉

◎第2次気仙沼市総合計画（H29）
▶「移住・定住の促進」（移住者を支える地域環境）
▶産業の多様化，企業・創業支援と企業誘致の推進

〈気仙沼まちなかエリア未来ビジョン（R4）での記載〉

・高単価で質の高いサービスを提供する事業者の誘致または育成（PJ-12 高

質な観光コンテンツの開発）

・誘致するビジネス業種をエリアで考えて「一本釣り」する仕組みの整備（PJ-10

エリアに波及効果をもたらすビジネス誘致）

・エリア外のワーカーが気仙沼まちなかエリアで働ける環境の整備（PJ-10 エリア

に波及効果をもたらすビジネス誘致）

・同業者のヨコの繋がりを強化（PJ-11 全員コンシェルジュ化計画）
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（ア）過去の計画との位置づけ

（イ）これまでの取組と位置づけ

（ウ）実現に向けたアクションプラン

民
・質の高い事業者の発掘，継続的な関係性づくり
・地域事業者間での質の向上の取組

官民 ・エリアとして積極的に誘致したい事業者の選定と不動産のマッチング

官
・エリアの魅力化に向けた環境整備，空間改善
・土地建物のオーナーとの関係性構築

〈関連施策〉

・商店街振興助成金等による地域商店街の活性化支援

・気仙沼ビジネスサポートセンター（R3～）

・気仙沼市移住・定住支援センター「MINATO」（H28～）

・ふるさとワーキングホリデーの実施

・お試し移住の事業推進

・「ゴーヘイ！気仙沼の会」（H24～）

・飲食事業者等のヨコの繋がりをつくることを目的として「ないわん朝市」を実施
（社会実験の検証結果は39頁を参照）

（４）エリアに波及効果を生むビジネスの誘致・育成

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．取組の３つの柱

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

アクションプラン

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



04.
（５）まちなか滞在快適性・回遊性の向上
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・歩きたくなるまちなかをつくり，より豊かにエリア内で滞在できるようにする
・来街者の動線を確保して外からも立ち寄りやすいエリアにする

取組む意義

まちなかエリア全体で，歩いて楽しむことができたり，居心地が良くくつろげたりできるように
プレイスメイキングや動線の景観形成・整備などを行うことで，エリア内の回遊性を向上させ，
まちなかの滞在者の増加を目指します。
また，休日などの混雑時にも来街者がスムーズにエリアに入れるよう，駐車場の配置やエリ
ア内の移動モビリティの最適化を図ります。

① 歩行者やエリア内の滞在者の居心地を良くするアメニティの拡充
・プレイスメイキング，一息つける場所，効率の良い土地活用

② 駐車場の確保やエリア内の移動をスムーズにするモビリティの導入
・休日の駐車場確保，内湾と海の市を結ぶ手段の検討

目指す取組

位置 まちなかエリア全域

③ 居心地が良く歩ける環境にするための仕掛けづくり
・回遊動線の更新，照明・ランドスケープの整備，サイン計画，ストリート命名

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．取組の３つの柱

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

アクションプラン

01.
まちなかエリア
ビジョンについて

八日町

太田

入沢

魚町

南町
内湾

安波山

復興祈念公園

市役所

神明崎

陣山

南町海岸

柏崎

港町

三日町



04.

〈過去の計画との関連〉

◎内湾地区 まちなか再生計画（H30）
▶内湾地区まちなか再生計画で，施設配置や来街者動線・歩行者動線などのプ
ランニングを実施

〈気仙沼まちなかエリア未来ビジョン（R4）での記載〉

・広場空間から岸壁・神明崎にかけての一体的なプレイスメイキング

・区画整理事業の区域外のエリアの滞在快適性・回遊性の向上に向けた整備

・各エリアの夜間照明の最適化

・休日の駐車場の確保

・まちなかを彩るアートの有効活用

・歩行者，自転車の回遊ルートの設定と案内性の向上

（以上全て，PJ-4 街なかの滞在快適性の向上と景観形成に記載）
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（ア）過去の計画との位置づけ

（イ）これまでの取組と位置づけ

（ウ）実現に向けたアクションプラン

民
・プレイスメイキング等により創出された空間の利活用，日常維持管理
・ランドスケープや照明などのハードデザインへの参画

官民
・設置物の管理や利活用の主体の具体化
・エリア全体としての駐車場確保，運営，周知
・エリア内のモビリティの理想形づくり，官民役割分担の整理

官 ・ランドスケープや照明などのハード整備

・気仙沼まちなかエリアプラットフォームのメンバーを中心に，下記〈Ⅰ〉〈Ⅱ〉につ
いて検討を進めた

〈Ⅰ〉駐車場敷地を一部活用した歩行空間の景観向上の検討

→三日町・八日町を通る気仙沼唐桑線（通称：三八通り）沿いに複数ある
月極駐車場の用地について，市庁舎の移転に伴い，月極駐車場の利用ニー
ズが縮小する可能性があることを見据え，効率良く土地を活用し，歩道に面し
た一部の土地を歩行者が立ち寄りたくなるようなスポットとして利用することができ
ないか検討した

〈Ⅱ〉駐車場敷地を一部活用した歩行空間の景観向上の検討

→まちなかエリア全体で，歩行者が居心地が良く歩けるような，「歩行者のため
のアメニティ」を，エリア内に点在させられないか，検討を行った。令和4年度の
社会実験では，「オソト快適」の検証を行い，ロングベンチを設置した（社会実
験の検証結果は37頁を参照）

▲駐車場敷地を一部活用した歩行空間の景観向上の検討の検討資料（抜粋）

（５）まちなか滞在快適性・回遊性の向上

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．取組の３つの柱

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

アクションプラン

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



04.
（６）エリアリノベーション

44

・空き家活用でスモールエリアを創出し，訪れたくなるようなエリアを形成する
・既存ストック物件を利活用することで地域経済を循環・促進させる

取組む意義

現状では地域の低未利用となっている空き家・空地といった土地・家屋を，リノベーションに
よって活用して，新たな地域の魅力を創出することを目的とします。空き家を飲食店や事業
所へと変えることでエリアへの集客増を図り，賃料発生による地域経済の循環を狙うことがで
き，貸主・借主だけでなくエリア全体に効果をもらたします。
例えば，地域内の空き家のオーナーと出店希望の事業者をマッチングし，空き家を店舗へ
と改装する場合，官民連携で行うことで，今まで不動産市場に出てこなかった空き家オー
ナーとのマッチングの成立や，事業者との連携をよりスムーズに行えるメリットがあります。そのよ
うな官民の推進体制のもとで事業を展開することにより，個々の物件単位に留まらずまちな
かエリア全体でリノベーションを展開していくことを目指します。

① １店舗ではなく，面単位で店舗を創出するエリアリノベーション

② 貸主・借主との連携役を官民協力で担う

③ エリア単位での地域価値向上

④ 空き家，空地といった小さな再生からスタート

目指す取組

位置

陣山・太田・入沢などの斜面地エリアや，三日町・八日町などの空き家や空地
の多いエリア

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．取組の３つの柱

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

アクションプラン

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



04.

〈過去の計画との関連〉

◎第2次気仙沼市総合計画（H29）
▶「移住・定住の促進」（移住者を支える地域環境）
▶産業の多様化，企業・創業支援と企業誘致の推進

〈気仙沼まちなかエリア未来ビジョン（R4）での記載〉

・遊休不動産を活用し，歩いて散策したくなる魅力的なスモールエリアを創出

・官民連携でリノベーションによるまちづくりを推進

・公営住宅なども含む既存ストックの活用を推進

（以上全て，PJ-5 空き家／空地の活用によるエリアリノベーション計画に記

載）
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（ア）過去の計画との位置づけ

（イ）これまでの取組と位置づけ

（ウ）実現に向けたアクションプラン

民
・遊休不動産を活用した新規事業の促進
・新規事業者の発掘

官民
・プロジェクト組織の育成・マネジメント
・空き家・空地オーナーの発掘とマッチング

官
・リノベーションの後方支援（プロモーション，意思決定など）
・公営住宅など公的不動産の利活用の促進

〈関連施策〉

・気仙沼市移住・定住支援センター「MINATO」（H28～）

→空き家バンクの運営，お試し移住／地域暮らし体験の支援など

・令和4年度では，エリアリノベーションの専門家を招いて，空き家物件の選び
方のポイントや，具体的なリノベーションの進め方，事業者誘致の方法，全体
の事業収支の組み方などのレクチャーを受けた

▲エリアリノベーションの専門家によるレクチャーの様子。実際の物件の見方から耐震の考え方まで幅広くレクを受けた。

・まずは，外部からの視点（別地域でのエリアリノベーション経験者や専門
家）による，地域価値の「掘り起こし」（＝ポテンシャルの可視化）を実施
し，エリアとしての価値を再認識する場を設ける
・今後は，個別の物件の調査と並行して，「具体的なプラン策定→物件の
利活用者募集→事業計画→リノベーション工事→物件の活用」というスキー
ムでの進行を予定
・最初からエリア単位でのリノベーションをスタートさせることは，エリアの将来
性が見通せない状態で複数件の空き家オーナーと事業者をスタートと同時に
マッチングさせることが困難であることから，プロジェクトの初期段階では，小
規模でのリノベーションを実施する

●プロジェクトの推進イメージ

（６）エリアリノベーション

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．取組の３つの柱

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

アクションプラン

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



04.
（７）三日町・八日町地区及び市役所跡地周辺検討
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・官民の検討体制の組成により，三八地区及び市役所周辺のポテン
シャルを最大限に活かしたエリアの方針を定められるようにする
・エリアが市役所移転後も持続的にまちづくりを展開できるようにする

取り組む意義

市庁舎移転に伴い，エリアの求心力の低下が懸念される三日町・八日町地区の今後の
あり方と市役所跡地の利活用の方針について，地域・行政・専門家らによる検討体制を組
成し，広域的にみた際の市役所周辺の位置づけや，エリアの方向性などを検討することで，
市役所移転後も持続可能なまちづくりを展開できるように進めます。

目指す取組

① 三日町八日町・市役所跡地検討WGの組成
・官民でエリアの方向性を検討できる体制づくり

② 三日町・八日町及び市役所跡地の利活用の基本構想の策定
・市全体のなかの位置づけ整理，活用の方針整理（比較検討）

③ エリアの玄関口となるBRT駅から内湾地区への動線の整備
・BRT内湾入口（八日町）駅からドラゴンパークを経由するルートの整備

三日町八日町及び市役所付近

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

位置

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．取組の３つの柱

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

アクションプラン

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



04.

〈過去の計画との関連〉

◎気仙沼市新庁舎建設基本構想策定有識者会議の提言書（R1）
▶新庁舎の建設候補地を選定する条件として，「現在の市役所の跡地や周
辺の活用について，内湾との関係，市全体との関係を踏まえた計画をつくり，
しっかりと対応すること」と記載

◎市役所新庁舎の位置について（R2）
▶「現庁舎跡地周辺及び内湾とも，市役所の移転を待つことなく，新庁舎の
基本計画策定と同様早期に新計画策定の準備に入り，出来るものから
先行して実施し，移転への心配を上回る希望が湧くような積極果敢なまちづ
くりを行う」と記載

〈気仙沼まちなかエリア未来ビジョン（R4）での記載〉

・PJ-6 市役所跡地を活用した多世代の居場所づくり

・PJ-13 エリアの玄関口としてのBRT
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（ア）過去の計画との位置づけ

（イ）これまでの取組と位置づけ

（ウ）実現に向けたアクションプラン

・今後推進体制を構築して検討を開始する

▲令和5年度以降の推進体制イメージ

・市役所跡地を具体化する地域住民・事業者や市，専門家らによる検討組織
を新たに設置して，活用の方向性とスキームについて検討する

●プロジェクトの推進イメージ

民
（地元）

・事前の社会実験的動き（事業者に興味を持ってもらうきっかけ
づくり）

官民 ・WGの推進，検討

官

・ハード面の与条件の整理
・市役所跡地の基本構想の策定
・事業者候補となる主体の検討
・事業者選定の公募要項の決定，プロポーザルの実施
・解体及び新施設の運営に向けた整備

（７）三日町・八日町地区及び市役所跡地周辺検討

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

04. アクションプラン

05. 今後の推進体制

１．取組の３つの柱

２．アクションプラン（個別プロジェクト）

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

アクションプラン

01.
まちなかエリア
ビジョンについて

●現時点での各庁舎の方針

本庁舎
・現建物は解体する
・跡地については，広場化・再築・民間活用など，エリアにとって有
効な活用方法を検討する

第二庁舎 ・活用の可能性があるか調査及び検討を行う

ワンテンビル
・既存建物の活用を前提とする
・活用の方針については，民間活用などの可能性を検討する



•目指す姿・ありたい姿の設定

•現状分析と課題の設定

•これを支える空間イメージの構築

•中核事業組成（整備ありきでなく，事業性と主体の存在が必須）

•事業環境を高めるための行政インフラ整備

•各論の調整・合意形成とそれを支える専門人材

•幅広い関係者でのビジョンの継続

•継続的なエリアマネジメント・価値向上

•新規事業・コンテンツの継続的な創出

本ビジョン(R5)

ビジョンを基に具体的な事業を
推進(R5～)
運営フェーズを見越した主体
や仕組みづくり

継続的な運営・マネジメント

１．ビジョン実現に向けたプロジェクトの推進フェーズ
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ビジョン構築

事業化

運営

マネジメント
・

プロジェクトの推進を，下図のように「ビジョン構築」，「事業化」，「運営・マネジメント」の3つのフェーズに分けて整理したとき，今後，実現化において

は，特に「事業化」フェーズの進め方が重要になります。

「ビジョンありき」での推進や，「行政主導」な体制ではなく，ビジョンを共有する事業主体とともに，官民連携により事業を推進していきます。

〇ビジョン実現に向けた推進フェーズ

05.

05. 今後の推進体制

１．プロジェクトの推進フェーズ

２．今後の推進体制

04. アクションプラン

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

今後の推進体制

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



05.

05. 今後の推進体制

１．プロジェクトの推進フェーズ

２．今後の推進体制 ゆるやかなプラットフォーム プロジェクトチーム構築 エリア経営
チーム構築

令和3年度
現状把握と仮説
民間ビジョン

令和4年度
社会実験と
官民ビジョン

民間・専門家

官民での推進体制
推進会議・デザイン会議

地元主体
エリマネ組織
個別事業者

民間・行政
・専門家

社会実験
による検証①

社会実験
による検証②

民間の
ビジョンづくり

官民共有の
ビジョンづくり

官民での
事業推進

定常化
ビジョン

事業推進

社会実験

チーム

ビルディング

令和5~令和6年度
個別事業検討・事業化
必要な公共投資の検討

検証

検証 反映

令和7年度~
エリアマネジメント
事業推進・整備

反映

ハード
整備

基本計画
箇所&ｱｲﾃﾞｨｱ

設計
関係者調整

整備

反映

ランド 照明 活用
設計チームへ参画 デザイン監修者

として参画

連動 連動

三日町八日町・市役所跡地検討WG

ビジョン構築フェーズ 事業化フェーズ

※市役所跡地検討はまだビジョン構築フェーズが続く

２．今後の推進体制
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令和5年度以降は，本ビジョンで掲げた将来像の実現のため，「事業化」フェーズに適した官民連携の体制で推進していきます。ただし，三日町八日

町・市役所跡地の検討など，一部は「ビジョン構築」フェーズが並行するため，これと連動した検討が可能な体制が必要です。

民間有志／既存・新規プロジェクト

04. アクションプラン

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

今後の推進体制

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



05.

【ビジョンに基づく事業化に必要な専門性】

・プロジェクトマネジメント：官民の事業を見通したプロジェクト全体の進捗管理・全体
最適の視点での判断やクオリティ確保

・ランドスケープ・照明 ：官民の投資に対する全体デザイン監修や民間事業を支え
る空間・照明の設計，景観形成の仕組み

・交通 ：モビリティ，歩行者空間化，交差点改良，駐車場配置・
既存駐車場を含めたマネジメントの検討

・リノベーション ：太田・陣山・八日町などスモールエリアのリノベーション，不動
産事業として継続する仕掛け

・事業誘致 ：ビジョンに合致した高質な観光コンテンツを担う事業者のエリア
への呼び込み

・情報発信 ：対地域・地域外の市民・投資者・来街者へのコミュニケーション
戦略・実践

・実務検討を担える専門家を揃え，実務的かつ領域横断での
検討を進める。官民をまたぐ事業全体のクオリティコントロー
ルを行う
・各プロジェクトを担う，またはその候補となる地域プレイヤーも同じ
テーブルで議論し，具体的な対策の実行に結び付ける
・庁内では，部局横断的な業務を総合調整を都市計画課が担
い，各担当部局も議論に参画する体制を作る
・これにより，各論に至るまで個別最適に陥らず，専門家の知
見を活用しながら具体策に落とし込む

２．今後の推進体制
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担い手やプロジェクトが見えにくかった当初の令和3年～令和4年度においては，民間有志によるゆるやかなプラットフォーム（市が事務局）が有効で，

妄想からアイディアの実現可能性を探り，官民のビジョンを共有しました。令和5年度以降の「事業化」フェーズにおいては，協議や推進の体制を進化さ

せ，官民の推進体制（推進会議・デザイン会議）を立ち上げ，主要な民間事業者・行政・専門家が参画しつつ，既存のゆるやかなプラットフォームの

ネットワークも継続し，新たな担い手の参加による新陳代謝や，情報共有などの機能を果たします。既存・新規の各プロジェクトは，今までのサポート

チームや行政との関わりのように，コーディネートやサポート機能を担うデザイン会議と連携し進めます。

05. 今後の推進体制

１．プロジェクトの推進フェーズ

２．今後の推進体制

04. アクションプラン

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

今後の推進体制

01.
まちなかエリア
ビジョンについて

(1)官民で連携して全体を俯瞰したプロジェクトマネジメントを進める
・ビジョンに基づき，官民が連携して事業を推進することが必要
・このため，全体のプロジェクトマネジメントは，市の庁内統一窓口（都市計画課）と民間の専門家がペアで，官民全体を俯瞰して行う

(2)実務検討と意思決定を分離する

・本市を象徴する重要なエリアでの事業であり，経済団体をはじめ幅広い関係者を含めた意思決定が必要
・一方，事業化のための詳細な検討，課題に対する具体的な打ち手の検討を限られた時間の中で，また，専門領域を横断したエリア視点で
進めるためには，関係者・有識者のコメント等だけでは困難
・このため，実務専門家が入った「課題に対する具体策検討」と，各関係主体・機関の責任者が入った「全体としてのオーソライズ」の場を設定
することにより，領域横断的な検討・決定をスピーディかつ手戻りなく進める

(3)気仙沼まちなかエリア推進会議： 意思決定は地域関係者や事業主体を巻き込んだオープンな体制で行う

・市長や各分野（地域・経済・学識等）の関係者により推進会議を組成し，事業推進についてのオープンな意思決定を行う
・これにより，民間事業者にも透明性の高い意思決定を進めるとともに関係主体に対外的な場でコミットメントを得る
・また，会議や資料を公開するこのプロセスそのものが，取組の進捗に対する対外的な情報発信機能も有する

(4)気仙沼まちなかデザイン会議：実務検討には必要な専門性を持つ行政担当者・専門家を揃える

(5)既存・新規の各プロジェクト：今後も各プロジェクト単位での取組は継続し，適宜デザイン会議と連携する



05.

コーディネート 事業者
活用アイデア

気仙沼まちなかエリアデザイン会議

気仙沼市 専門家

行政の主管課
（市都市計画課）
各分野担当者
（漁港，交通，道路，
観光，産業振興）

プロジェクトマネジメント
（司令塔）
ランドスケープ・照明
交通
リノベーション
情報発信

方針提案

気仙沼まちなかエリア
推進会議

方針決定

市長

市・関係部長

有識者

地域

経済団体

実務検討・企画提案 意思決定

事業者・地域住民

パブリック空間の利活用や周辺エリア
への波及に向け，主体的に取組む
事業者や市民のネットワーキング
(既存・新規プロジェクト／気仙沼まちなか
エリアプラットフォームのプロジェクトなど）

関係者との協働推進

地域事業者
地元ハブ人材

気仙沼地域開発㈱
PFプロジェクトリーダー
（一社）気仙沼地域戦略
（一社）気仙沼市観光協会
コア地域事業者
地元ハブ人材
教育
地方銀行 ほか

三日町八日町・市役所跡地検討WG

市役所跡地を具体化する
地域・行政・専門家による検討組織を
新たに設置
（市担当・WG担当専門家を配置）

コーディネート 方針提案

〇令和5年度以降の体制図

２．今後の推進体制

51

前頁の考え方に基づき，今まで地域のまちづくりを先導した内湾地区復興まちづくり協議会，気仙沼まちなかエリアプラットフォームや商店街や市民活

動団体など，既存や新規の担い手の動きについて，デザイン会議と連携しエリア全体として推進できる体制とします。

05. 今後の推進体制

１．プロジェクトの推進フェーズ

２．今後の推進体制

04. アクションプラン

03. 目指す姿と実現に
向けた指針

02.
まちなかエリアビジョン
に関わるこれまでの経緯

今後の推進体制

01.
まちなかエリア
ビジョンについて



〇気仙沼まちなかエリアプラットフォームメンバー（令和5年3月）

気仙沼まちなかエリアビジョン

印刷・発行／令和5年3月

編集・発行／気仙沼市・気仙沼まちなかエリアプラットフォーム

連絡先／気仙沼市建設部都市計画課tel.0226-22-3452（直通）

気仙沼まちなかエリアプラットフォームホームページ

企画・協力／有限会社ハートビートプラン
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